
別紙 東相制第00-175号及び西相制第118号の補正内容 
旧 新 

 

 

第10章 料金等 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払

いを要します。 

（略） 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

  第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容  

 

 

第10章 料金等 

（手続費の支払義務） 

第68条 協定事業者は、次の各号の場合には料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

（13）その協定事業者がＤＳＬ回線（料金表第１表第１（網使用料）２－１端末回線伝送機能２－

１－１基本額２－１－１－１基本料表中第４欄の機能に限ります。）の設置の申込みの承諾を

受けたとき。 

 

料金表 

第１表 接続料金 

  第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

（23）ＤＳＬ回線

管理機能に係

る料金の適用 

ＤＳＬ回線管理機能に係る料金については、協定事業者が、２－１端末回

線伝送機能２－１－１－１基本料表中第４欄の機能を利用する場合に適

用します。この場合において、１請求書の単位は、ＤＳＬ回線80回線まで

のものをいい、80回線を超える場合は、超えた回線数80回線毎に１請求書

とします。 

（24）ＤＳＬ回線

故障対応機能

に係る料金の

適用 

ＤＳＬ回線故障対応機能に係る料金については、協定事業者が、２－１端

末回線伝送機能２－１－１－１基本料表中第４欄ア欄又はイ(ｲ)欄の機能

を利用する場合であって、当社の電話サービスに故障がないときにおいて

も協定事業者のＤＳＬサービスにおける故障の発生原因を特定するため

の対応を当社に申込む場合に限り適用します。 
 

 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

                                                          １回線ごとに月額 

区  分 料金額 備 考 

ア  当社の局内スプリッタを

利用する場合 

627円 

 

 

(ｱ) (ｲ)以外

の場合 

2,244円  

(4) 端末回線伝

送機能（第５

条（標準的な

接続箇所）第

１項の表中第

１－２欄で接

続する場合） 

端 末 回

線 に よ

り 伝 送

を 行 う

機能 

イ   当社の

局 内 ス プ

リ ッ タ を

利 用 し な

い場合 

(ｲ)  電話重

畳する場合 

410円  

 

 

 

 

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料 

                                                               １回線ごとに月額 

区  分 料金額 備 考 

ア  当社の局内スプリッタを利

用する場合 

247円 

 

 

(ｱ) (ｲ)以外の場

合 

1,905円  

(4) 端末回線伝

送機能（第５

条（標準的な

接続箇所）第

１項の表中第

１－２欄で接

続する場合） 

端 末 回

線 に よ

り 伝 送

を 行 う

機能 

イ   当社の

局 内 ス プ

リ ッ タ を

利 用 し な

い場合 

(ｲ)  電話重畳

する場合 

30円  

 

 

 



２－１１ その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1)～（11）（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第２ 手続費 

２ 手続費の額 

２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備 考 

(1)～（10） 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

 

２－１１ その他の機能 

区  分 単位 料金額 備 考 

(1)～（11）（略） （略） （略） （略） （略） 

1 回線ごと

に月額 

157 円        （12）ＤＳＬ回線

管理機能 

協定事業者のＤＳＬサービス

におけるＤＳＬ回線の情報の

管理を行うとともに網使用料

を請求する機能 
１請求書

ごとに 

128円        

（13）ＤＳＬ回線

故障対応機能 

協定事業者のＤＳＬサービス

における故障の発生原因を特

定するために対応する機能 

1 回線ごと

に月額 

41 円        

 

 

第２表 工事費及び手続費 

 第２ 手続費 

２ 手続費の額 

２－１ 手続費 

区  分 単位 手続費の額 備 考 

(1)～（10） 

（略） 
（略） （略） （略） （略） 

(11)ＤＳＬ回線

設置手続費 

協定事業者が、ＤＳＬ回線（

第１表第１（網使用料）２－

１端末回線伝送機能表中第４

欄の機能に限ります。）を設

置する場合に要する費用 

１回線ごと

に 

電話サービ

ス契約約款

に規定する

契約料に相

当する額 

 

            

 

 

 

 

 


